
２０２６年 度 事 業 計 画 書 

2026 年 4月 1 日から 

2027 年 3月 31日まで 

2026 年度において、次のとおり事業を実施します。 

１．公益目的事業 

（1）研修会および懸賞論文等に関する事業

①国内研修会

・海外の金融監督官庁や一般企業の役職員などを対象として、別紙「公益事業内容」

の「国内研修会」に掲げる内容での研修会の開催。 

②海外研修会等

・タイ、フィリピン等にて、金融監督官庁や現地保険業界との相談に基づき、金融

監督官庁や一般企業の役職員などを対象とする研修会の開催。

③懸賞論文及びセミナー等保険リテラシー向上のための取組

・開発途上の国や地域から日本への留学生を対象とした懸賞論文の実施。

・開発途上の国や地域の高校生等の若年層を対象に、保険リテラシー向上を目的

とする作文コンテストを、ネパール、スリランカを開催候補国として実施。

・セミナー等、その他保険リテラシー向上のための取組。

（2）情報提供に関する事業

①情報提供等

・財団の事業活動等に関する情報のインターネットを通じた提供。

・ホームページ等を使った、保険リテラシー向上を促す情報発信。

２．法人（管理部門） 

総務・会計・企画業務の特記事項として次の業務を実施。 

・新しい公益法人会計の導入のための準備と体制の整備。（導入は 2027年度

以降）

・ＡＩ等、情報技術の活用の推進。

・ソーシャルボンド投資等、ＳＤＧs 達成への取組み。

以 上 
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① 国内研修会
区
分

研修会名 研修期間
実施
日数

招致
人員

経済社会構造の変化を踏
まえた生命保険会社の対
応

4日間 約20名

生命保険営業 6日間 約30名

生命保険会社のリスク管
理

6日間 約30名

② 海外研修会
区
分

③ 懸賞論文及びセミナー等保険リテラシー向上のための取組

2026年度 　公益事業内容 

内容 　実施時期

開催国と調整して決定

4月 開催国での募集開始
7月 募集締切
7～9月 作文の選考
10～11月 現地にて表彰式

　実施時期

5月　募集開始
9月　応募締切
9～11月　論文選考
1月　表彰式

タイ、フィリピン等において、生命保険業が現在直面する課題を取り上
げ、研修会を開催する

海
外
研
修
会

7月7日（火）
 ～7月10日（金）

国
内
研
修
会

9月2日（水）
 ～9月9日（水）
（9月5，6は休日）

生命保険会社の運営におけるリスクの種類とそ
の管理手法について学ぶ

11月5日（木）
 ～11月12日（木）
（11月7，8は休日）

「高齢化の急速な進展」など、多くの国で生命保
険会社の喫緊の課題となっているテーマについ
て学ぶ

アジアの生命保険営業の新たな手法について、
主にデジタル技術活用に焦点を当てて整理する

区分

国
内
留
学
生

懸
賞
論
文

海

外

リ
テ
ラ
シ
ー

テーマ

開発途上の国や地域から日本の大学・大学院に留学している学生を対
象とした懸賞論文を実施する。

開発途上の国や地域の高校生等の若年層を対象に、保険リテラシー向
上を目的とする作文コンテストを実施する。
ネパール、スリランカを開催候補国とし、それぞれにおいて実施する。

内容
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